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新規免許業者研修会 追加資料〔事務所に必要なもの〕 

業者票（業法第 50 条第 1項）の掲示 

取引台帳（業法第 49 条）の備えつけ 

・各事業年度が終わってから５年（自ら

売主の場合は 10 年）保管義務 

・紙でなくてもパソコンでも保存可 

※全宅連ホームページダウンロード可 

従業者名簿（業法第 48 条第３項）の備えつけ 

・紙だけでなく、パソコン保

存も可（すぐに出力できる

ことが必要） 

・記載した日から 10 年間保

存の義務 

※全宅連ホームページダウ

ンロード可 
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報酬額規定表（業法第 46 条第４項）の掲示  ※見本は宅建協会会員用 

（令和元年８月

30 日改正、同年

10 月１日施行） 

個人情報の取り扱いの公表用書類（個人情報保護法第 18 条） 

＝ｐ３参照＝ ※宅建協会会員用 ※全宅連ホームページダウンロード可

（取得に際しての利用目的の通知等） 

第 18 条   個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公

表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければな

らない。 

確認記録(犯罪収益移転防止法) 

＝ｐ４～ｐ５参照＝ ｐ４ 個人用（抜粋） 

 ｐ５ 法人用（抜粋） 

※全宅連ホームページのリンク先でダウンロード可

（確認記録の作成義務等）  

第６条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、

当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事

項に関する記録（以下「確認記録」という。）を作成しなければならない。  

２  特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める

日から、７年間保存しなければならない。  

（取引記録等の作成義務等）  

第７条 特定事業者は、・・・顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内

容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。  

２ （略） 

３ 特定事業者は、前２項に規定する記録（以下「取引記録等」という。）を、当該取引又は特

定受任行為の代理等の行われた日から７年間保存しなければならない。 
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取引記録等の保管期間 

宅地建物取引業法 

（帳簿の備付け） 

第 49 条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごと

に、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年

月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項

を記載しなければならない。 

宅地建物取引業法施行規則 

（帳簿の記載事項等） 

第 18 条 法第 49 条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 

（略） 

３ 宅地建物取引業者は、法第 49 条に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われ

た同項のファイル又は磁気ディスクを含む。）を各事業年度の末日をもって閉鎖する

ものとし、閉鎖後５年間（当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るも

のにあっては、10 年間）当該帳簿を保存しなければならない。 

犯罪による収益の移転防止に関する法律 

（取引記録等の作成義務等） 

第７条 特定事業者（次項に規定する特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引を

行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で

定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内

容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 

２ 第２条第２項第 44 号から第 47 号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理

等を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める

特定受任行為の代理等（括弧内＝略）を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、

顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及

び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 

３ 特定事業者は、前２項に規定する記録（以下「取引記録等」という。）を、当該取

引又は特定受任行為の代理等の行われた日から７年間保存しなければならない。 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 

  一定の部位については 10 年間の責任期間あり。〔帳簿の保存は、業法施行規則〕 

宅地建物取引業法
第 49 条

５年 ７年 10 年

瑕疵担保責任履行法 
業者売主の責任期間

〔マネロン法〕
売買の場合は 
本人確認書類 
と一緒に保管

事業年度終了から５年

自ら売主となる場合、事業年度終了から10年

年度終了
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〔宅地建物取引業の従事者に必要なもの〕

従業者証明書（業法第 48 条第 1項）の携帯  〔代表者を含む従業者全員〕 

・請求があれば提示する義務あり。 

・従業者名簿に記載した者全員に発行する必要あり。 

※全宅連ホームページダウンロード可 

 保管期間は、10 年間(最終の記録をした日から) 

 ＝注意点＝ 

・従業者証明書番号は原則６桁の数字で、左から２桁ずつ、その者が従事し始めた年の

西暦下２桁、その者が従事し始めた月、５桁以下は、従事者ごとに重複がないように

付した番号。(新規申請の場合には、申請年月) 

・一度付した従業者証明書番号は変更しない。 

・会社法の規定により、監査役は取締役の職務執行を監査し、会社の業務や財産を調査

するため、その会社の業務に従事することはできない。（＝法人の監査役は従事者と

なることができない。） 

〔従業者証明書番号の付し方〕 

 「20 05 01」 
雇
用
（
開
業
）
年

の
西
暦
の
下
２
桁

雇
用
（
開
業
）
月

従
業
者
番
号
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〔宅地建物取引士〕 

宅地建物取引士証の携帯 

・取引の関係者から請求があったときは

提示する義務あり。（業法第 22 条の４） 

・重要事項の説明には説明の相手方に宅

地建物取引士証を提示する義務あり。

（業法第 35 条第４項）※求めがなくて

も提示義務あり。 

・重要事項説明等は専任の宅地建物取引

士でなくても、従事者で宅地建物取引

士者証の交付を受けている者であれば

可能。 

※ 住所の部分にシールを貼って見えなくすることが可能。（解釈・運用の考え方第

22 条の４関係） 

 ペンなどで塗り潰すこと、必要な時にきれいに剥がすことのできないものを貼るこ

と、住所以外まで見えなくなる大きさのシールを貼ることは不可 

※ 令和２年 10 月１日から、宅地建物取引士の旧姓使用の運用が開始されました。 

  希望者のみ、宅地建物取引士証に旧姓を併記出来ます。 

M
見
本
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仲介時の注意点 

・お客様カード等を記載していただく際には、個人情報の利用目的明示書類（個人情報

保護法第 18 条第２項） 

・仲介の依頼を受ける場合、媒介契約を締結し、書面を交付。（業法第 34 条の２） 

（媒介契約書の注意点） 

有効期間は３ヶ月まで（超えてはならない：一般も国交省の標準媒介契約約款では

３ヶ月）。 

依頼者の申出により更新（自動更新は不可）。 

専属専任媒介契約は５日以内、専任媒介契約は７日以内に、流通機構に物件を登録。 

流通機構へ登録した業者は、登録証明書を依頼者に渡す。 

契約が成立した場合は、流通機構に通知（登録）。 

業務の処理状況を、専属専任媒介契約の場合は１週間に１回以上、専任媒介契約の

場合は２週間に１回以上、依頼者に報告義務あり。 

建物状況調査制度について十分説明した上で、あっせんの有無を記載。 

・当事者の本人確認、記録作成：７年間保管（マネロン法〔売買〕） 

・取扱物件に関して売主の告知書を頂く。（※重要事項説明書を買主に交付の際も内容を

確認してもらい、売主の記名・押印を頂く：全宅連策定様式） 

・不動産専門誌やチラシ、インターネット等の広告では、必要表示事項を確認する。 

 ※特別な依頼のない限り、広告費等を請求することはできない。 

売買（自社物件売買）時の注意点 

・自己の所有に属さない物件は、自ら売主となる契約を締結できない。（業法第 33 条の

２） ※ 開発する土地を購入するような契約を締結している場合は可。 

・建売住宅の場合は瑕疵担保責任保険加入の必要あり。 

・売買や広告の時期の制限 

a) 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前は、開発許可、建築確認等の許可

があった後でなければ、広告できない。（業法第 33 条） 

b) 広告をするとき、宅地又は建物の所在、規模、形質、現在や将来の利用の制限、環

境、交通その他の利便、代金等、著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著

しく優良、有利であると人を誤認させてはならない。（業法第 32 条） 

c) 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前は、開発許可、建築確認等の許可

があった後でなければ、自ら売主となる契約を締結できない。（業法第 36 条） 

 ※ 広告を行う場合は公正競争規約を遵守する。 

・手付金 

a) 自ら売主となる場合は売買代金の 20％を超える額の手付金を受領できない。（業法

第 39 条）※いかなる性格のものであっても、手付解除が認められる。 

b) 以下の場合は手付金（中間金・内金等引渡しまでに授受される金銭で名称は問わな

い）の保全を行ってないと受領できない。（業法第 41 条、第 41 条の２） 

ア．未完成物件の場合で、売買代金の５％又は 1,000 万円を超える場合 

イ．完成物件の場合で、売買代金の 10％又は 1,000 万円を超える場合 

・消費生活安全法による点検の必要性の説明、所有者登録の情報提供の協力 
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